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マイナンバー制度の
法人番号について　

〔会社の税務 よろず相談室�〕

�：マイナンバー制度の法人番号の概要について教え

てください。

�：法人番号は、①国の機関、②地方公共団体、③会

社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人

のほか、④上記以外の法人又は人格のない社団等であ

って、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係

る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指

定されます。

　④について、より具体的には、税法上、給与等の支

払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の

設立の届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収

益事業開始の届出書又は消費税課税事業者届出書を提

出することとされている団体に対して、法人番号が指

定されます。

　なお、上記によって法人番号を指定されない法人又

は人格のない社団等であっても、個別法令で設立され

た国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づ

き税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団

体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に

届け出ることによって法人番号の指定を受けることが

できます。

　また、法人番号は１法人に対し１番号のみ指定され

ますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定

されません。

　法人番号は、12桁の基礎番号及びその前に付された

１桁の検査用数字（チェックデジット）で構成される

13桁の数字のみの番号になります。

　例えば、株式会社など、会社法等の規定により設立

の登記をした法人（設立登記法人）の法人番号を構成

する基礎番号は、法務省から提供を受ける商業登記法

に基づく「会社法人等番号（12桁）」となります。この

12桁の会社法人等番号の前に１桁の検査用数字を付し

た番号を法人番号として指定することになります。

　設立登記法人以外の団体の法人番号を構成する12桁

の基礎番号は、他の番号と重複することのないよう国

税庁長官が定めることになります。

　法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の

制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いた

だくことができます。

　行政分野における法人番号の利用については、平成

28年１月以降、税分野の手続において行うこととされ

ており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年１月

以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記

載いただくことになります。

　法人番号は平成27年10月以降、書面により国税庁長

官から通知を行う予定です。

　設立登記法人については、登記されている本店又は

主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や

〔法人番号の指定対象法人等のイメージ〕
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　2013年の前回は５万６千人のお客様が訪れた
『まつもと街なか大道芸』。市内21カ所の会場で
33組のパフォーマーが様々な芸を披露しました。
　『まつもと街なか大道芸』が数ある大道芸フェス

ティバルと一
味違うのは、
観て楽しむだ
けでなく、参
加して楽しむ
こともできる
ことです。前
回は帽子や衣

裳を制作したり、実際にジャグリングを体験した
りできる様々なワークショップが開かれ、たくさ
んの方が参加されました。
　今年の開催は７月12日（日）、会場も増え、更に
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パワーアップ
します。17日
（金）からまつ
もと市民芸術
館で開催され
る『空中キャ
バレー』の出
演者もジョイ
ントし、さらに盛り上がります。
　みなさんも盛夏の１日、日常を忘れ、夢の世界
に出かけましょう！　　　　（横沢敏編集委員）

まつもと街なか大道芸2015

　～夢かうつつかまつもと街なか大道芸～

　７月12日（日）10：30～　
詳細は特設サイト�����������	
������/に
てご確認下さい！
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人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出

書を提出している団体については、当該届出書に記載

された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。

　設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変

更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以

外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事

務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変

更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されるこ

とになります。

　法人番号は、インターネットを通じて公表すること

を予定しています。

　公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の

①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及

び③法人番号の３項目（基本３項目）です。

　また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地

等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、

変更履歴も併せて公表することとしています。

　なお、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格の

ない社団等の公表については、国税庁長官がその代表

者又は管理人の同意を得なければならないとされてい

ます。そのため、公表に対して当該同意をした人格の

ない社団等についてのみ、基本３情報が公表されるこ

とになります。

※番号制度については、今後も適宜掲載します。

（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、藤澤利幸

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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